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4 月から日野町消防団の体制が変更となりました
　日野町消防団は、これまで第 1分団（根雨・日野地区）、第 2分団（黒坂・菅福地区）、第 3分団
（役場職員）の３つの分団で活動していましたが、団員数の減少により、4月から第 1分団と第 2分
団が合併することになりました。
　新しい体制および責任者は次のとおりです。町民の皆さんや地域の安全安心な暮らしを守るため、
今後も日野町消防団をよろしくお願いします。

【団　長】　藤原　洋一　　【副団長】　廣川　光保、継岩　　亨

＜日野町消防団体制＞
（平成 27 年 4 月 1 日現在、合計団員数　57 人）

【分団長】　　西村　和行
【副分団長】　生田　俊一
【班　長】　　佐々木幸人

指揮分団 第 1 分団（町全域）

【分団長】　　西村　和宏
【副分団長】　若杉　一邦
【班長】1 班  佐野　精彦
　　　  2 班　西村　敏幸

※第 1 分団、第 2 分団合併後
第 2 分団（役場職員）

【分団長】　　飛田　朋伸
【副分団長】　小谷　　勉
【班長】3 班  三好　達也
　　　  4 班　景山　政之

※第 3 分団から名称変更

新たな体制で防火・防災を誓う ▶日野町消防団出初式

▲防火を誓い、一斉に放水を行う

　町消防団（藤原洋一団長）
の出初式が、4 月５日、黒坂
小学校体育館で開かれまし
た。
　式典では、永年勤続など優
秀な団員 17 名へ表彰状が授
与されました。その後、景山
町長が「いつ何が起こっても、

皆さんに力を貸していただ
き、住民の安心・安全な暮ら
しを守ってもらいたい」とあ
いさつしました。
　式典後は、カワコ公園向か
いの日野川沿いで一斉放水を
行い、一年の活躍を誓いまし
た。

日野病院看護の日
イベントのお知らせ

日 時：5 月 17 日（日）午前 10時から
場 所：江府町道の駅「奥大山」
内 容：
健康相談（血圧測定など）や手
洗いチェック　など
※このほかにもさまざまなイベン
トを予定しているほか、来場者へ
プレゼントも用意しています。

【問合せ】日野病院（電話 72-0351）

　5月 12日は「看護の日」です。“看護の心をみん
なの心に ” をテーマに、全国各地でイベントが開か
れます。日野病院でも次のとおり開催しますので、
ぜひお越しください。
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嘱　行政相談委員は、国・県・町などの

役所の仕事や手続きなどについての疑
問や苦情を受け付け、その解決のため
の助言や関係行政機関に対する通知な
どの仕事を行っています。
　今回、行政相談委員として、川上博
史さん（本郷）が総務大臣から委嘱さ
れました。
　行政相談は毎月第 2水曜日（5月は
第 3水曜日）に開いています。皆さん、
お気軽にご相談ください。

【問合せ】役場総務課（電話 72-0331）
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【問合せ】役場総務課　担当　影井（電話 72-0331）
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納税組合の現状について 役場住民課（電話 72-0333）

　現在、町内には 73の納税組合があり、日ごろより町税の納税事務について協力していただいています。
　町では、昨年度、納税組合の業務内容などについてアンケート調査を実施しました。その結果や内容、
いただいた意見などについて紹介します。（73組合中、アンケート回答率 51％※複数回答・未回答あり）

納税組合長会議の開催希望時間について
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納税組合の活動内容について

【その他の内容】
・報奨金などの管理
・口座振替がほとんどで、
総会や親睦のみの活動

未納者一覧を活用していますか？
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いので活用しな
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個人情報に関する苦情を受けたことがありますか？

貯金　14％

親睦旅行、食事会
などの交流事業
20％

外灯料金　6％

自治会活動費　23％

組合員に分配、
還付　14％

組合の
集会費用　14％

未納時の一時
立替費用　3％

その他　14％

納税組合報奨金の使いみちについて

【その他のご意見】
▼税金の口座引き落としがほとんどとなり、また報奨金の額も減少する中、報奨金の制度自体必要なのか
疑問▼今のような報奨金では何の活用にもならない。以前の率に戻してほしい▼納税組合長会議の出席者
が高齢者の方が多く、説明内容も理解できないものが多かった▼納税組合があるから納税率が本当に上昇
しているのか検証がいる時期ではないでしょうか▼納税組合長会議でも出ていましたが、口座振替につい
ては何かメリットを付けるべきだと思います。
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個人情報の受け取りについて
組合員の同意がありますか？


